
市内にどのような企業があるのかを知らないまま、市外の企業へ就職してしまう若者が多くいます。そこで、
市では、若者の定住化を図る取り組みに力を入れています。

今回は、若者に地元企業の魅力を伝える取り組みを紹介します。
◎問い合わせ　総合政策課　☎ 23－7161

世
界
中
で
猛
威
を
振
る
う
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
。
４
月
、「
緊
急
事
態
宣
言
」

が
全
国
を
対
象
に
発
令
さ
れ
、
企
業
の
生

産
活
動
や
観
光
、
外
食
な
ど
、
幅
広
い
分

野
で
活
動
の
自
粛
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

ま
す
。

そ
の
影
響
は
、
高
校
生
や
大
学
生
の
就

職
活
動
の
制
限
、
解
雇
や
倒
産
に
よ
る
失

業
な
ど
、
雇
用
環
境
に
も
大
き
く
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
市
で
は
、
１
人
で
も
多
く
の

若
者
に
、
市
内
の
事
業
者
を
知
っ
て
も
ら

い
就
職
に
つ
な
げ
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的

に
、
新
た
に
「
就
職
応
援
サ
イ
ト
」
を
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
開
設
し
ま
し
た
。

　
同
サ
イ
ト
で
は
、
製
造
業
や
情
報
通
信

業
な
ど
、
業
種
ご
と
に
企
業
情
報
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
掲
載
し
て
い

る
企
業
情
報
は
、
仕
事
の
内
容
や
企
業
メ

ッ
セ
ー
ジ
の
ほ
か
、
動
画
に
よ
る
会
社
紹

介
な
ど
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
最
新
の
情

報
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

学
生
や
求
職
中
の
人
が

い
る
家
庭
の
皆
さ
ん
、
ぜ
ひ
、

サ
イ
ト
を
勧
め
て
く
だ
さ
い
。

　
サ
イ
ト
へ
の
登
録
を
希
望
す
る
事
業
者

を
、
随
時
、
募
集
し
ま
す
。

◉
対
象　
高
校
・
大
学
な
ど
の
新
卒
採
用

を
予
定
し
て
い
る
市
内
事
業
者

◉
掲
載
費
用　
無
料

◉
申
込
方
法　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
申

込
フ
ォ
ー
ム
」
に
必
要
事
項

を
入
力
し
て
登
録
く
だ
さ
い

注
意
事
項

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
が
就
職
活
動
に
も
影
響

就
職
応
援
サ
イ
ト
で
最
新
情
報
を

登
録
事
業
者
を
募
集
中

注
意
事
項

事
業
所
の
皆
さ
ん
へ

求
人
申
込
書
は
早
め
の
準
備
を

　
６
月
１
日
㈪
か
ら
、
高
校
生
向
け

の
求
人
申
込
書
の
受
け
付
け
が
ス
タ
ー

ト
。
ま
た
、
７
月
１
日
㈬
か
ら
、
求

人
票
の
返
戻
が
始
ま
り
ま
す
。
企
業

の
採
用
活
動
は
、
求
人
票
が
返
戻
さ

れ
て
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
例
年
、
申

込
書
の
誤
記
入
が
あ
り
、
差
し
戻
す

場
合
も
多
く
あ
る
こ
と
か
ら
、
企
業

の
人
事
担
当
の
皆
さ
ん
は
、
余
裕
を

持
っ
て
早
め
に
提
出
く
だ
さ
い
。

　
記
入
方
法
や
注
意
事
項
な
ど
、
詳

し
く
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
都
城
に
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
都
城

　
　
☎
22

－

１
７
４
５

若者若者のの地元就職地元就職をを
全力全力でで応援応援
若者若者のの地元就職地元就職をを
全力全力でで応援応援
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４
月
か
ら
、
移
住
者
の
相
談
な
ど
を
専

門
的
に
行
う
「
移
住
・
定
住
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
」
を
市
役
所
本
館
地
下
１
階
に
開

設
。
移
住
を
希
望
す
る
人
な
ど
の
、
さ
ま

ざ
ま
な
相
談
に
親
身
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

中
で
も
、
雇
用
に
関
す
る
相
談
が
多
い

こ
と
か
ら
、
市
内
の
企
業
の
情
報
を
よ
り

詳
し
く
提
供
す
る
「
雇
用
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
」
を
配
置
し
て
い
ま
す
。

雇
用
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
、
移
住
す

る
前
の
仕
事
や
、
都
城
で
ど
の
よ
う
な
仕

事
に
就
き
た
い
か
な
ど
を
聞
き
取
り
、
関

係
機
関
と
も

連
携
し
な
が

ら
、
就
職
に

つ
な
げ
る
支

援
を
行
っ
て

い
ま
す
。

家
族
や
知

人
な
ど
、
本

市
へ
の
移
住

を
検
討
し
て

い
る
人
や
移
住
を
勧
め
た
い
人
へ
、
ま
ず

は
、
セ
ン
タ
ー
を
紹
介
く
だ
さ
い
。

移
住
者
な
ど
の

「
仕
事
探
し
」を
お
手
伝
い
し
ま
す

◎
問
い
合
わ
せ　
移
住
・
定
住
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー　
☎
23

－

２
５
４
２

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
を
徹

底
し
な
が
ら
、
令
和
２
年
度
も
次
の
事
業

を
実
施
し
ま
す
。

市
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
企
業
を
巡
っ
て
見

学
す
る
「
企
業
巡
見
」。
普
段
は
見
る
こ

と
の
で
き
な
い
工
場
の
見
学
や
、
働
い
て

い
る
人
の
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

就
職
を
控
え
た
市
内
の
高
校
生
に
、
地
元

に
ど
の
よ
う
な
企
業
が
あ
り
、
ど
の
よ
う

な
仕
事
を
し
て
い
る
の
か
を
知
っ
て
も
ら

う
こ
と
で
、
地
元
企
業
へ
の
就
職
が
選
択

肢
に
な
り
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
、
学
生
が
夏
休

み
な
ど
を
利
用
し
、
企
業
な
ど
で
一
定
期

間
働
く
「
職
業
体
験
」
の
こ
と
で
す
。
市

外
に
住
む
大

学
生
な
ど

が
、
実
際
に

市
内
の
企
業

で
働
き
な
が

ら
生
活
す
る

こ
と
で
、
将

来
都
城
で
暮

ら
す
こ
と
を

イ
メ
ー
ジ
し

や
す
く
な
り
ま
す
。

市
で
は
、
地
元
企
業
が
実
施
す
る
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
市
外
の
大
学
生
な
ど
が

参
加
す
る
場
合
、
旅
費
や
宿
泊
費
の
一
部

を
助
成
し
て
い
ま
す
。

【
都
城
市
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
促
進
補
助
金
】

◉
対
象　
市
内
へ
の
就
職
を
考
え
る
全
国

の
大
学
生
な
ど

◉
補
助
内
容　
旅
費
と
宿
泊
費
の
50
㌫
以

内
（
上
限
２
万
５
千
円
）

◉
そ
の
他　
申
請
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

く
だ
さ
い

地
元
就
職
促
進
の
取
り
組
み

企
業
巡
見

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
参
加
を

支
援
し
て
い
ま
す

インタビュー

都城には工業
や農業、システ
ム分野など、全
国に自慢できる

独自の技術を持った企業が数多く立
地しています。

また、気候や風土など生活環境に
も恵まれていて、「2020年版住み
たい田舎ベストランキング　大きな
まち（人口10万人以上）」の総合部
門で、都城が九州 1 位を獲得する
など、県外からの移住者の関心も高
まっています。

移住を希望する人などのキャリア
が生かせるように、地元の企業を紹
介したいと思っています。

雇用コーディネーター

南園 利廣さん
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TAXTAX

TAX

特
定
の
収
入
に
の
み
適
用
さ
れ
る
給
与

所
得
控
除
お
よ
び
公
的
年
金
等
控
除
の
控

除
額
を
一
律
10
万
円
引
き
下
げ
、
ど
の
よ

う
な
所
得
に
で
も
適
用
さ
れ
る
基
礎
控
除

の
控
除
額
を
10
万
円
引
き
上
げ
ま
す
。

給
与
所
得
と
年
金
所
得
の
両
方
を
有
す

る
人
は
、
片
方
に
係
る
控
除
の
み
が
減
額

さ
れ
ま
す
。

基
礎
控
除
は
、
全
て
の
納
税
者
に
対
し

て
適
用
さ
れ
、
一
律
の
金
額
が
所
得
か
ら

控
除
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
改
正
で
は
、
基

礎
控
除
に
も
適
用
要
件
が
設
定
さ
れ
、
控

除
額
が
10
万
円
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

合
計
所
得
金
額
2
千
4
百
万
円
超
で
、

控
除
額
が
徐
々
に
減
額
と
な
り
、
２
千
５

百
万
円
超
で
消
失
す
る
仕
組
み
と
な
り
ま

す
。給

与
所
得
控
除
額
の
基
礎
控
除
へ
の
振

り
替
え
に
加
え
、
給
与
所
得
控
除
の
上
限

額
が
適
用
さ
れ
る
給
与
な
ど
の
収
入
金
額

が
８
５
０
万
円
、
給
与
所
得
控
除
額
の
上

限
額
が
１
９
５
万
円
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下

げ
ら
れ
ま
す
。

今
回
の
改
正
で
、
給
与
収
入
が
８
５
０

給
与
所
得
控
除
・
公
的
年
金
等
控

除
か
ら
基
礎
控
除
へ
の
振
り
替
え

基
礎
控
除
の
改
正

給
与
所
得
控
除
の
改
正

教えて!

市
民
税
・

県
民
税（
住
民
税
）の

主
な
改
正
内
容

働
き
方
の
多
様
化
を
踏
ま
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
働
く
人
を
応
援
す
る
観
点
か
ら
、
個

人
所
得
課
税
が
見
直
さ
れ
、令
和
２
年
分
以
後
の
所
得
税
や
令
和
３
年
度
以
後
の
市
民
税・

県
民
税
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ　
市
民
税
課　
☎
23

―

２
１
２
３

TAX

所
得
金
額
調
整
控
除
の
創
設

①
ひ
と
り
親
控
除
の
創
設

婚
姻
歴
の
有
無
や
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
、

生
計
を
同
一
に
す
る
子
（
前
年
総
所
得
金

額
等
が
48
万
円
以
下
）
を
有
す
る
単
身
者

（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
5
0
0
万
円
以

下
）
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

＜ひとり親控除額（本人所得500万円以下の場合）＞

性別 配偶関係
ひとり親控除額

令和２年度まで 令和 3年度以降

女性
死別・離別 30万円（35万円） 30万円（35万円）
未婚 無 30万円（35万円）

男性
死別・離別 26万円（27万円） 30万円（35万円）
未婚 無 30万円（35万円）

※（　）は所得税の控除額です

未
婚
の
ひ
と
り
親
に
対
す
る
税
制

未
婚
の
ひ
と
り
親
に
対
す
る
税
制

上
の
措
置
お
よ
び
寡
婦
（
寡
夫
）

上
の
措
置
お
よ
び
寡
婦
（
寡
夫
）

控
除
の
改
正

控
除
の
改
正

未
婚
の
ひ
と
り
親
に
対
す
る
税
制

未
婚
の
ひ
と
り
親
に
対
す
る
税
制

上
の
措
置
お
よ
び
寡
婦
（
寡
夫
）

上
の
措
置
お
よ
び
寡
婦
（
寡
夫
）

控
除
の
改
正

控
除
の
改
正

給与収入 給与所得控除
▲10万円（減額）

▲10万円（減額）

必要経費 税額

+10万円

（×税率）

基礎控除等
農業・営業
不動産等収入

公的年金等
収入 公的年金等控除

給与所得控除などから
基礎控除へ振り替え

広報 都城 令和 2 年 6 月号 10



万
円
を
超
え
る
人
は
、
給
与
所
得
控
除
額

の
引
き
下
げ
が
10
万
円
を
超
え
ま
す
。
そ

こ
で
、
23
歳
未
満
の
扶
養
親
族
や
特
別
障

害
者
で
あ
る
扶
養
親
族
が
い
る
場
合
な

ど
、
介
護
や
子
育
て
世
代
の
負
担
増
を
軽

減
す
る
た
め
、
引
き
下
げ
額
が
10
万
円
の

範
囲
に
収
ま
る
よ
う
給
与
所
得
の
金
額
が

調
整
さ
れ
ま
す
。

改
正
前
の
公
的
年
金
等
控
除
は
、
年
金

以
外
の
所
得
が
い
く
ら
高
く
て
も
年
金
の

み
で
暮
ら
す
人
と
同
じ
額
の
控
除
額
が
受

け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
改
正
で
は
、
年
金

以
外
の
所
得
金
額
が
高
い
場
合
に
は
、
控

除
額
が
一
律
10
万
円
引
き
下
げ
ら
れ
る
仕

組
み
と
な
り
ま
し
た
。

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
が
１
千
万
円
を

超
え
る
場
合
の
控
除
額
は
、
１
９
５
万
５

千
円
の
上
限
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

給
与
所
得
控
除
の
引
き
下
げ
や
基
礎
控

除
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、
各
種
控
除
を
受

け
る
た
め
に
、
同
一
生
計
配
偶
者
や
扶
養

親
族
な
ど
の
合
計
所
得
金
額
の
要
件
も
見

直
さ
れ
ま
す
。

TAX

公
的
年
金
等
控
除
の
改
正

TAX

非
課
税
基
準
や
配
偶
者
、
扶
養
親
族
な

ど
の
合
計
所
得
金
額
要
件
な
ど
の
改
正

＜非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件などの改正＞
要 件 な ど 令和２年度まで 令和３年度以降

同一生計配偶者および扶養親族の合計所
得金額要件 38万円以下 48万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得
金額要件 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件 65万円以下 75万円以下
家内労働特例（必要経費の最低保障額） 65万円 55万円
障害者、未成年、寡婦 ( 令和３年度以降は
ひとり親を含む）に対する非課税措置の
合計所得金額要件

125万円以下 135万円以下

均等割の非課税限
度額の合計所得金
額（非課税となる
人）

同一生計配偶者お
よび扶養親族がな
い人

28万円 28万円＋10万円

同一生計配偶者お
よび扶養親族があ
る人

28万円×人数（配偶者および
扶養親族＋１）＋ 16万 8 千円

28万円×人数（配偶者および
扶養親族＋１）＋10万円
＋16万８千円

所得割の非課税限
度額の総所得金額

（均等割のみ課税さ
れる人）

同一生計配偶者お
よび扶養親族がな
い人

35万円 35万円＋10万円

同一生計配偶者お
よび扶養親族があ
る人

35万円×人数（配偶者および
扶養親族＋１）＋ 32万円

35万円×人数（配偶者および
扶養親族＋１）＋10万円
＋32万円

＜寡婦控除額（本人所得 500万円超の場合）＞
配偶
関係 扶養親族

寡婦控除額

令和２年度まで 令和 3年度以降

死別
有 子以外 26 万円（27万円） 無

無 無 無

離別 有 子以外 26 万円（27万円） 無
※（　）は所得税の控除額です

②
寡
婦
控
除
の
改
正

ひ
と
り
親
控
除
対
象
以
外
の
寡
婦
は
、

引
き
続
き
控
除
額
26
万
円
を
適
用
し
、
子

以
外
の
扶
養
親
族
を
持
つ
寡
婦
に
つ
い
て

も
所
得
制
限
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額

5
0
0
万
円
以
下
）
が
設
定
さ
れ
ま
す
。
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